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大
山
と
小
山
に
つ
い
て 
地
図
は
江
戸
期
宝
暦
年
間
に
使
用
さ
れ
た 

中
央
の
▲
が
権
現
山 

 
 
 
 

「
お
お
ふ
ね
ご
ん
げ
ん
や
ま
」
の
命
名
起
源 

 
 

「
大
舩
」
「
権
現
」
は
大
舩
神
社
か
ら
の
命
名
で
あ
る
。
大
舩
神
社
は
現
在
八
百
津
町
細
目
に
鎮
座
す

る
が
、
昔
は
権
現
山
に
鎮
座
し
て
い
た
。
祭
神
は
「
大
山
祇
命(

オ
オ
ヤ
マ
ツ
ミ
ノ
ミ
コ
ト)

」
で
あ
る
。 

注 

大
い
な
る
山
の
神
の
意 

 
 

 
 

 

大
舩
権
現
は

大
同
年
間
創
建
と
い
う
。
創
建
時
は
権
現
山
（
大
舩
権
現

山
）
山
頂
付
近
に
勧
進
さ
れ
鎮
座
し
て
い
た
。
天
慶
年
間

に
大
山
明
神
か
ら
大
舩
大
権
現
に
改
称
し
応
永
年
間
に
現

在
地
に
移
転
し
た
と
い
う
。 

 
 
 

大
舩
権
現
と
い
う
名
称
の
前
は
、大
山
明
神
と
い
っ
て

い
た
の
で
、
こ
れ
を
「
大
山
」
と
い
う
名
称
で
呼
ん
で
い

た
時
期
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

小
山
と
い
う
地
名
と
の
対
比 

 
 

同
じ
米
田
嶋
地
域
に
「
小
山
」
と
い
う
地
名
が
あ
る
。

以
前
、
こ
の
地
名
に
つ
い
て
対
比
上
「
大
山
」
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
た
が
、
米
田
白
山
は
「
大
山
」

と
い
う
根
拠
が
な
く
、
愛
宕
山(

現
天
狗
山)

に
も
「
大
山
」

と
い
う
根
拠
は
な
い
。
こ
の
付
近
で
そ
れ
に
あ
た
る
の
が
、
こ
の
「
大
舩
権
現(

大
山
明
神)

」
と
な
る
。

米
田
嶋
と
い
う
範
囲
で
考
え
る
な
ら
ば
、
「
大
小
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。 

 
 
 

権
現
山
山
論(

入
会
地
を
め
ぐ
る
集
落
間
の
土
地
争
い)

の
概
要 

 
 

権
現
山
の
入
会
を
巡
っ
て
、
米
田
嶋
１
７
ヶ
村
が
争
っ
た
事
件
。
江
戸
時
代
元
禄
期(

1
6
9
4)

か
ら
の
記

録
が
残
っ
て
い
る
。
権
現
山
の
山
頂
付
近
は
、
古
く
か
ら
細
目
村
の
大
舩
神
社
の
前
身
が
祀
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
細
目
村
と
和
知
村
の
紛
争
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
和
知
村
か
ら
馬
道
が
つ
く
ら

れ
、
こ
れ
を
細
目
村
が
妨
害
破
壊
し
た
と
さ
れ
る
。
紛
争
の
主
原
因
は
江
戸
期
の
開
発
に
伴
い
、
大
量
の

資
源
需
要
が
発
生
し
、
山
林
の
利
用
が
増
大
し
た
結
果
と
思
わ
れ
る
。
入
会
地
は
、
入
山
す
る
人
間
が
持

ち
帰
る
限
り
と
い
う
原
則
が
崩
れ
、
馬
に
よ
る
輸
送
と
新
道
開
鑿
、
荷
寄
場
の
設
置
に
か
か
る
集
落
間
の

軋
轢
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
資
料
か
ら
分
か
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
尾
張
藩
領
内
の
こ
と
で
比
較
的

容
易
に
決
着
が
つ
い
た
が
、
旗
本
領
に
属
す
る
三
村(

山
本
・
信
友
・
則
光)

が
直
接
江
戸
幕
府
に
裁
定
を

求
め
た
た
め
、
紛
争
の
調
停
に
多
大
な
時
間
と
労
力
を
必
要
と
し
た
。
ま
た
、
そ
の
合
意
内
容
も
正
確
な

地
図
や
目
印
等
が
明
確
で
な
か
っ
た
た
め
、
問
題
が
現
在
に
も
継
続
し
て
い
る
。 

ヨ
ナ
ダ
ー
が
下
米
田
・
牧
野
の
色
々
な
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
す
る
よ 


